
令和８年度狩猟の魅力発信事業委託業務 

プロポーザルに係る質疑回答 

 

 NO 質　疑 回　答

 

１

令和７年度のイベント会場利用について、ぢばさ

んセンターの設営は前日１日で全ての準備が完了で

き、本番+撤収も当日の１日で完了したのでしょう

か。 
受託者によって設営は前々日から予約して二日間で

実施した、といったことはありませんでしたでしょ

うか。

令和７年度では、前日１日で準備を完了し、本番及

び撤収も当日の１日で完了しております。 
これまで、設営に２日間を要したことはありませ

ん。

 

２

　昨年度の実績で構いませんので、ぢばさんセンタ

ーの会場使用料（養生シートの敷設と撤収・清掃も会

場側範疇であれば含む）を公開・共有していただくこ

とは可能でしょうか。

実績報告で経費の内訳まで把握していません 
会場使用料についてはぢばさんセンターに直接お

問い合わせいただくか、ホームページを確認してくだ

さい。

 

３

　 仕様書中の４狩猟フェスタ（５）実施内容のア、

ハンティングシミュレーションの機器は貸与とのこ

とですが、このブースの設えにはどのような設えが

必要でしょうか。（テントを要するのであればそのサ

イズ、テント内の照明の有無など）

　ハンティングシミュレーションのブースで準備を

していただきたい物品については以下のとおりです。 
・テント（暗幕）サイズは縦５メートル×横３メート

ル以上で高さ約2.5メートルのもの 
・長机１台 
・椅子１脚

 

４
名人によるわなや銃猟の講師報酬費の 60,000 円

は、税込価格でしょうか。

税抜きの金額です。 
仕様書を追記、修正しましたのでご確認ください。

 

５
　また、名人によるわなや銃猟の講師の人数はのべ

何名でしょうか。
５名を想定しております。

 

６

講師報酬費の 60,000 円は、1 名あたりの金額で

しょうか、仮に延べ 2 名だとすると 2 名の合計が 
60,000 円ということでしょうか。

仕様書に記載してある報酬費については１名あた

りの金額ではありません。 
出演をしていただいたすべての講師に対する報償

費及び旅費をまとめた金額です。

 

７

　同様に、「来場者が狩猟の魅力や野生鳥獣による

農林水産業の被害等を具体的に理解できるように相

談や説明を受けられるブース」の講師への報酬費

は、1名又は 1 グループで税込 60,000 円という

解釈で、これ以外に本ブースに係る報酬費の類の費

用は発生しないとの認識でよろしいでしょうか。

講師への報酬費については税抜きの金額です。 
仕様書に追記しましたのでご確認ください。 
また、仕様書に記載してある報酬費については１式

の金額で、この他のブースで報酬費を支払うことは予

定しておりません。



 

８

仕様書中の 4 狩猟フェスタ（11）広告業務のエそ

の他広報ですが、TV 広告やスポット CM は必須で

しょうか、その他の広報媒体でもおかまいないでし

ょうか。

　例年、TV 広告やスポット CM を見て、狩猟フェ

スタに来場をした方が一定数いるため、TV 広告やス

ポット CM を活用した広報展開をしていただきたい

です。 
　また、このほかにも、来場者数の増加に繋がるよう

な広報媒体等ありましたら、企画提案の際に提示して

いただきたいです。

 

９

　仕様書中の５わな猟体験ツアー（１）わな猟体験

ツアーの業務概要の、講師への報償費 200,000 円
は、税込価格でしょうか。

税抜きの金額です。 
仕様書を追記、修正しましたのでご確認くださ

い。

 

10

　仕様書中の５わな猟体験ツアー（６）運営のオ、外

部講師が研修に要した経費は、令和７年度の実績額

は幾らでしたでしょうか、税込価格でご教示願いま

す。

令和７年度については発生しておりません。

 

11
　同様に、カの参加者の昼食準備ですが、令和７年度

の実績ではそれぞれのツアーにおいて何処の店舗又

は施設の昼食を準備されていたのでしょうか。

令和７年度についてはお弁当を用意していました。

なお、購入店舗等については委託者に委ねておりま

す。

 

12

仕様書 ４ （１）アに記載されている「講師への報

酬費は旅費を含み一式 60,000 円」とありますが、講

師１名あたり 60,000 円という認識でよろしいでし

ょうか。また、講師の人数は何名を想定しているでし

ょうか。

No４及びNo５の回答と同じです。

 

13

仕様書 ４ （１）イに記載の出展者確保について、

出展者への出展保証金や、ワークショップで使用す

る素材費等の実費は、委託経費の中から受託者が支

払うべきものという認識でよろしいでしょうか。ま

た、来場者からワークショップ参加費を徴収するこ

とは可能でしょうか。

現時点で出展保証金は委託経費に含めませんが、ワ

ークショップで使用する素材費等の実費については

委託経費に含むことも、参加者負担としてもかまいま

せん。 
ただし、参加者負担とする場合は受託者に利益が発

生しなければ可能です。

 

14

仕様書 ４ （１）ウの普及啓発用パネル展示につい

て、現時点で県が想定している。 
パネルの枚数、サイズ、仕様等の具体的な規格があ

ればご提示ください。

　パネル展示については枚数やサイズ等は指定をし

ていません。 
　令和７年度では、パネルは約50枚ほどあり、パネ

ルの他にも熊の毛皮などの物品も展示をしておりま

した。


